
本
市
の
障
害
福
祉
の
施

策
は
、
誇
る
べ
き
内
容
に

あ
り
、
障
害
者
の
権
利
の
擁
護
等

に
関
す
る
条
例
を
施
行
す
る
下
地

は
十
分
に
整
っ
て
い
る
と
考
え
る

が
見
解
を
伺
い
ま
す
。

障
害
者
の
権
利
の
擁
護

等
に
関
す
る
条
例
に
つ
い

て
は
、
障
害
を
理
由
に
不
利
益
な

扱
い
を
受
け
る
な
ど
の
実
態
が
あ

る
こ
と
や
国
連
総
会
で
の
障
害
者

の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
理
念
の

下
、
国
に
先
駆
け
て
取
り
組
ん
で

い
る
状
況
に
あ
る
。

本
市
で
は
、
障
害
者
の
権
利
の

擁
護
等
に
つ
い
て
、
平
成
19
年
10

月
に
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ

く
地
域
自
立
支
援
協
議
会
を
設
置

し
、
障
害
の
あ
る
方
等
へ
の
支
援

体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
、
個
々

の
障
害
者
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い

る
と
と
も
に
、
福
祉
の
店
ポ
プ
ラ

中
央
店
の
出
店
な
ど
障
害
者
社
会

参
加
活
動
支
援
事
業
を
行
っ
て
い

る
。本

年
４
月
か
ら
、
土
浦
市
障
害

者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
事
業
を
委

託
し
、
障
害
者
虐
待
の
防
止
を
図

り
、
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事

業
や
地
域
生
活
支
援
事
業
で
障
害

の
あ
る
方
の
権
利
擁
護
の
事
業
を

推
進
し
て
い
る
。

今
後
も
、
市
民
の
方
か
ら
本
市

の
障
害
福
祉
施
策
の
意
見
等
を
い

た
だ
き
な
が
ら
、
障
害
者
と
健
常

者
の
ど
ち
ら
に
も
住
み
や
す
い
ま

ち
づ
く
り
に
つ
な
が
る
よ
う
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

（
掲
載
以
外
の
質
問
事
項
）

�・
要
援
護
者
の
見
守
り
活
動
に
つ

い
て

中
地
区
の
悪
臭
問
題
は
、

プ
リ
マ
ハ
ム
の
北
側
で
豚

の
解
体
を
行
う
全
農
土
浦
畜
産
事

業
所
が
悪
臭
の
元
で
あ
る
と
い
う

話
で
あ
る
。
こ
の
悪
臭
問
題
の
解

決
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

中
地
区
に
は
、
周
囲
に

２
つ
の
食
品
関
係
の
事
業

所
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
悪
臭
の
発

生
源
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
想

定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
市
で
は
、

苦
情
が
あ
っ
た
際
に
、
事
業
所
の

立
入
調
査
を
行
い
、
悪
臭
の
発
生

の
恐
れ
の
あ
る
作
業
に
つ
い
て
十

分
に
配
慮
す
る
よ
う
に
伝
え
る
と

と
も
に
、
長
期
的
な
計
画
の
中
で

抜
本
的
対
策
を
と
る
よ
う
に
指
導

し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
最
も
悪
臭
の

発
生
が
懸
念
さ
れ
る
事
業
所
は
、

豚
を
処
理
す
る
と
畜
場
で
、
堆
肥

化
施
設
を
併
設
し
て
お
り
、
こ
の

堆
肥
化
施
設
は
、
汚
泥
等
を
発
酵

さ
せ
る
過
程
で
悪
臭
が
発
生
し
て

い
た
が
、
３
月
末
に
下
妻
の
事
業

所
に
堆
肥
化
す
る
コ
ン
ポ
ス
ト
施

設
が
新
た
に
完
成
し
た
こ
と
か

ら
、
土
浦
の
事
業
所
で
の
堆
肥
化

作
業
は
実
施
せ
ず
、
６
月
末
を
目

途
に
、
土
浦
の
事
業
所
に
保
管
さ

れ
て
い
る
汚
泥
等
は
全
て
な
く
な

る
と
聞
い
て
お
り
、
当
面
は
そ
の

効
果
に
つ
い
て
見
極
め
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
掲
載
以
外
の
質
問
事
項
）

�・
市
長
の
歴
史
観
に
つ
い
て

�・
小
学
校
の
統
廃
合
及
び
市
庁
舎

の
駅
前
移
転
後
に
つ
い
て

�・
水
道
事
業
に
つ
い
て

新
庁
舎
の
駐
車
場
に
つ

い
て
、
市
民
の
方
々
か
ら

立
体
駐
車
場
の
使
い
勝
手
が
悪
い

と
の
声
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ

る
。
駐
車
場
に
関
す
る
具
体
的
な

説
明
を
い
た
だ
き
た
い
。

改
築
し
庁
舎
と
す
る
旧

イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
店
舗

と
同
時
に
購
入
し
た
立
体
駐
車
場

の
駐
車
可
能
台
数
は
、
全
体
で
は

425
台
で
、
市
民
の
駐
車
台
数
と
し

て
見
込
む
150
台
に
つ
い
て
は
、
立

体
駐
車
場
に
駐
車
す
る
公
用
車
の

選
定
等
に
よ
り
、
数
量
的
に
は
、

立
体
駐
車
場
で
確
保
で
き
る
と
考

え
て
い
る
。

立
体
駐
車
場
に
つ
い
て
、
使
い

に
く
い
と
の
意
見
が
あ
る
が
、
マ

ン
シ
ョ
ン
と
一
体
的
な
構
造
で
あ

り
、
建
物
の
管
理
規
約
な
ど
の
課

題
か
ら
、
容
易
に
改
造
が
で
き
な

い
こ
と
。
さ
ら
に
、
四
方
を
道
路

に
囲
ま
れ
て
い
る
の
で
、
平
面
駐

車
場
に
す
る
た
め
の
敷
地
拡
張
も

で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。

立
体
駐
車
場
の
利
用
に
不
安
を

感
じ
て
い
る
市
民
の
方
に
つ
い
て

は
、
土
浦
駅
の
東
西
に
あ
る
市
営

駐
車
場
の
利
用
を
検
討
し
て
お
り
、

駅
東
駐
車
場
は
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン

デ
ッ
キ
で
結
ば
れ
、
北
側
に
は
平

面
駐
車
場
も
備
え
て
い
る
の
で
利

用
し
や
す
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
庁
舎
に
来
ら
れ
た
方
が

立
体
駐
車
場
を
利
用
す
る
場
合
の

料
金
は
、
土
浦
駅
の
東
西
市
営
駐

車
場
を
含
め
一
定
時
間
を
無
料
と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま

い
り
た
い
。

一 般 質 問
一般質問は市政全般について、市長
など執行部の考え、方針などを質問
することです。各議員の一般質問の
中から一つ取りあげて要旨を掲載い
たします。

障
害
者
の
権
利
の
擁
護
等
に
関

す
る
条
例
の
施
行
に
つ
い
て

保
健
福
祉
部
長

質
問

白戸優子　議員

中
地
区
に
お
け
る
悪
臭
問

題
の
解
決
の
展
望
に
つ
い
て古沢喜幸　議員

質
問

市
民
生
活
部
長

新
庁
舎
の
一
般
市
民
に
対
応

し
た
駐
車
場
に
つ
い
て

川原場明朗議員

質
問

総
務

部
長

一
般
質
問
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